
1991年( 平成3 年) 3 月30日あ だ ち 広 報

あ
だ

ち 広 報

第903 号( 1)

発行/ 東京都足立区　〒120 足立区千住一丁目4- 18 　( 3182) 1111　編集/ 企画部広報課

選挙特集号
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―森林資濠を大切に―

足 立区 議 会 議
員

選 挙
投票 日

4
月/21
日

午 前7 時 ～ 午 後6 時

《足立区で投票できる人》投票できる人は選挙権があり、かつ、足立区の
選挙人名簿に登録されていることが必要です。

昭
和
4
6年
4
月
2
2日
以

前
に
生
ま
れ
た
人

平
成
3
年
1
月
1
3日
ま

で
に
足
立
区
に
住
民
登

録
を
し
て
い
る
人

日本国民 年齢満20歳以上 足立区に住民票がある 投票できます

政
治
に
国
民
が
参
加
し
て
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
政
治
が
行
わ
れ
る
こ

と
を
民
主
主
義
と
い
い
ま
す
。

現
在
、
我
が
国
で
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
代
表
者
を
選
出
し
、
そ
の
代
表

者
が
政
冶
を
行
う
間
接
民
主
主
義
制
を
と
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
選
挙
は
、
わ
た
し
た
ち
が
政
治
に
参
加
し
、
わ
た
し
た
ち

の
意
思
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
重
要
な
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

全
国
一
斉
に
行
わ
れ
る
統
一
地
方
選
挙
は
、
昭
和
2
2年
の
第
1
回
か
ら

数
え
て
今
回
で
認
回
目
と
な
り
ま
す
。

足
立
区
で
は
、4
月
7
日
に
東
京
都
知
事
選
挙
が
、
4
月
2
1日
に
は
足

立
区
議
会
議
員
選
挙
が
執
行
さ
れ
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
棄
権
す
る
こ
と
な
く
大
切
な
一
票
を
投
票
し
ま
し
よ
う
。

●
足
立
区
で
投
票
で
き
る
方

今
回
の
足
立
区
議
会
議
員
選
挙
で
投
票
で
き
る
方
は
、
日
本
国
民
で

。

年
齢
満
2
0
歳
以
上
(
昭
和
4
6
年
4

月
刀一
口
‥以
前
に
生
ま
れ
た
方
)
で
あ
り
。

足
伉
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す

。

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
に
は

、
足
立
区
に
住
み
始
め
て
か
ら
基
準

日
(
4

月
1
3
日
)

ま
で
に
、3

ヵ
月
以
匕
た
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
の
で
、
平
成
3

年
1

月
1
3日
ま
で
に
足
立
区
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

方
が
、
投
票
で
き
ま
す

。

●
足
立
区
に
転
入
し
た
方

t
成
3
年
1
月
1
4
川
以
降
に
足
立
区
へ
転
入
届
を
し
た
方
は
、選
挙
人

X
簿
に
ひ
録
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
住
所
要
件
(
基
準
日
の
4
月
1
3口
ま

で
に
3
ヵ
月
以
L
住
ん
で
い
る
こ
と
)
が
満
た
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
投
票

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

●
区
内
で
転
居
し
た
方

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成
3
年
3
月
2
6日
以
前
に

転
居
の
屈
出
を
し
た
方
は
、
新
住
所
地
の
投
票
所
で
投
票
で
き
ま
す
が
。

心
r成
3
年
3
月
2
7日
以
降
に
転
居
の
川
出
を
し
た
方
は
旧
住
所
地
の
投
票

所
で
投
票
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
(
ご
注
意
く
だ
さ
い
。)

●
足
立
区
か
ら
転
出
し
た
方

今
回
の
選
挙
で
は
、4
月
9
1一日
の
投
票
日
当
日
ま
で
、
足
立
区
内
に
住

ん
で
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

4
月
2
1日
の
投
票
月
以
前
に
足
立
区
か
ら
区
外
へ
転
出
し
た
方
は
、
投

票
で
き
ま
せ
ん
。

●
選
挙
公
報

東
京
都
知
事
選
挙
と
足
立
区
議
会
議
員
選
挙
の
選
挙
公
報
は
、
新
聞
折

込
み
で
お
届
け
し
ま
す
。

折
込
み
日

東
京
都
知
事
選
挙
3

月
2
7日

足
立
区
議
会
議
員
選
乍
4

月
1
8日

折
込
み
す
る
新
聞

朝
日
・
読
売
・
毎
日
・
日
経
・
東
京
・
産
経
の
各
朝

刊

※
こ
れ
ら
の
新
聞
を
購
読
し
て
い
な
い
世
帯
の
方
は
、
区
施
設
や
区
内
各

駅
に
選
挙
公
報
ス
タ
ン
ド
を
設
置
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

統一地方選挙標語 一票が生きる政治へ あなたが参加
●
入
場
整
理
券

人
場
整
理
券
は
、世
帯
ご
と
に
2
名
連
記
武
の
(
ガ
キ
で
お
送
り
し
ま
す
。

例
え
ば
、
有
権
若
が
3
X
‥の
徙
帯
に
は
、(
ガ
キ
を
2
枚
(
1
枚
が
2

名
分
、
も
う
1
枚
は
1
名
分
)
お
送
り
し
ま
す
。

投
票
所
へ
お
い
で
に
な
る
と
き
は
、
ご
自
分
の
入
場
整
理
券
を
確
認
の

う
え
、
切
り
離
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

人
場
整
理
券
が
、
万
一
届
か
な
か
っ
た
り
、
紛
失
し
て
も
、
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、
投
票
で
き
ま
す
。
投
票
所
の
「
庶
務
・
調
査

係
」
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

東
京
都
知
事
選
挙

3
月
2
0
日
に
発
送
し
ま
し
た
パ
都
外
へ
転
出
し
た
方
へ
は
発
送
し
て
い

ま
せ
ん
。)

足
立
区
議
会
議
員
選
挙

4
月
1
7
日
ご
ろ
送
付
す
る
予
定
で
す
。
(
区
外
へ
転
出
し
た
方
へ
は
発
送

し
ま
せ
ん
。)

●
代
理
投
票
と
点
字
投
票

投
票
所
で
は
、
身
体
が
不
自
由
な
方
、
ま
た
は
、
字
の
読
み
書
き
か
で

き
な
い
方
で
、
自
分
で
投
票
用
紙
に
記
人
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
代
理

投
票
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
目
の
不
自
由
な
方
は
、
点
字
投
票
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

《
代
理
投
票
の
方
法
》

代
理
投
票
を
す
る
方
は
、
投
票
所
で
投
票
所
係
員
に
代
理
投
票
を
す
る

旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
代
理
投
票
該
肖
者
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
そ

の
場
で
補
助
者
2
入
(
投
票
所
係
員
)
が
付
き
ま
す
。か
わ
り
に
補
助
者

が
、
投
票
川
紙
に
記
入
し
ま
す
が
、
肖
然
、
投
票
内
容
の
秘
密
は
厳
格
に

守
ら
れ
ま
す
。(
家
族
等
が
か
わ
り
に
記
入
す
る
制
度
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
亅

《
点
字
投
票
の
方
法
》

点
字
投
票
を
す
る
方
は
、
投
票
所
で
投
票
所
係
貝
に
、
点
字
投
票
を
す
る

旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
点
字
投
票
川
の
投
票
川
紙
か
渡
さ
れ
投
票
で

き
ま
す
。

※
投
票
所
に
は
、車
椅
T
・
老
眼
鏡
・
候
補
者
一
覧
表
が
用
意
し
て
あ
り

ま
す
の
で
。
ご
希
望
の
方
は
、
投
票
所
係
員
ま
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

足立区議会議員選挙
における選挙公営
● ポスター掲示場の設置
● 選挙公報の発行

・F成2 年第4 回 足 立区 議会定 例会 におい
て、「足 と[心農会議員の選挙におけ るポスター

掲示場の設置に関する条例j と「足立区議会議
員の選挙におけ る選挙公報の発行に関する条
例」か口I決されました。
ポス ター掲示場 に関 しては。涓 力所の ポス
ター掲示場を設置することに より、 ポスター
掲示場以外には、 ポスターを掲示するこ とか
で きなくなります。(前回は、各投票区1 ヵ所
の ポスター掲示場を含め、1, 200枚 のポスター
か掲示できました。)
また、候補者の氏 名・写真 一経歴・政 見等を

掲 絞した選挙公報を発行し ます。
どの候補者に投票したらよいか、判断材料の

ひとつとなりますので、ご利用ください。

◎ 選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会へ。a( 3882) 1111 ㈹
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投票所変更のお知らせ

平
成
3
年
4
月
7
日
の
東
京

都
知
事
選
挙
か
ら
、
左
表
の
対

象
区
域
に
お
住
ま
い
の
方
の
投

票
所
が
変
更
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

《新投票所付近略図》

● 千寿 本町小学校　( 旧 千寿旭小学校) ● 栗島中学校

●第十二中学校 ● 古千谷小学校

あなたの投票所 を確かめ まし ょ う = 投票 区域一覧

公 職 選 挙 法 の 改 正公 職 選 挙 法 の 改 正

公職 選挙法で は政 治家 の 寄附 は禁 止 されてい ます
金
の
か
か
ら
な
い
政
治
の
火
現

と
、
選
挙
の
公
正
を
確
傑
す
る
た
め

「
寄
附
」
に
つ
い
て
は
戚
し
い
制
限

と
、刈
川
の
強
化
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

違
反
し
て
処
罰
さ
れ
ま
す
と
公
民

権
(
選
乍
権
、
陂
選
乍
権
)
の
停
止

と
な
り
ま
す
。

身
近
な
事
例
を
令
め
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

ど
ん
な
寄
附
が

い
け
な
い
の
で
す
か

政
治
家
は
寄
附
を
す
る
と
処
罰
さ

れ
ま
す
。

政
柚
家
と
は
、「
候
補
者
、K
納
者

と
な
ろ
う
と
す
る
と
及
び
公
職
に
あ

る
者
」
の
こ
と
で
す
。

政
治
家
が
選
挙
区
内
に
あ
る
折
に

町
し
て
寄
附
を
す
る
こ
と
(
政
党
や

親
杖
に
対
す
る
も
の
及
び
政
治
救
育

集
会
に
関
す
る
必
。変
や
む
を
件
な
い

実
9
の
利
繊
は
除
か
れ
ま
す
)
は
、

い
か
な
る
名
義
で
あ
っ
て
も
禁
止
さ

れ
て
お
り
、
次
の
ら
の
を
除
き
す
べ

て
罰
川
の
対
匁
と
な
り
ま
す

。

◎
政
乱
友
本
人
が
自
ら
出
席
す
る
結

肝
披
露
宴
に
お
け
る
呪
叺

◎
政
治
家
本
人
が
自
ら
出
爪
す
る
葬

八
や
辿
夜
に
お
け
る
西
典

ど
ち
ら
の
叫
介
で
あ
っ
て
も
、
通

常
一
般
の
社
交
の
程
皮
を
超
え
て
い

る
場
合
は
処
罰
さ
れ
ま
す
。

※
政
治
教
育
集
会
に
間
す
る
実
費
の

補
償
の
う
ち
、
食
事
や
食
事
料
の
提

供
は
禁
止
さ
れ
、
罰
則
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

Q Ⅰ

政
治
家
が
、
町
内
の
お
祭
り

に
寄
附
を
し
た
り
、
各
種
の

会
合
に
お
酒
を
牟『
し
入
れ
る
の
は
ど

う
で
す
か
。

A Ⅰ

罰
則
を
も
っ
て
禁
d
さ
れ
ま

す
。

Q Ⅱ

政
柚
家
本
人
か
自
ら
出
席
す

る
祿
式
や
辿
夜
に
お
い
て
花

輪
、
生
化
な
ど
を
出
す
こ
と
は
で
き

ま
す
か
。

A
Ⅱ

政
治
家
本
人
が
自
ら
出
慨
す

る
外
八
や
通
夜
に
お
け
る
西

典
は
金
銭
に
以
ら
れ
て
い
ま
す
の
で

自
ら
出
川
し
て
ら
出
せ
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
花
輪
や
生
化
な
ど
を
供
り

す
る
こ
と
は
、寄
附
に
あ
た
り
ま
す
の

で
刈
川
を
も
り
て
禁
止
さ
れ
ま
す
。

Q Ⅲ

政
治
家
が
出
席
を
f
定
し
て

い
る
結
肝
披
露
宴
の
睨
儀
を

膕
前
に
川
け
る
こ
と
は
で
き
ま
す

か
。A Ⅲ

政
治
家
本
人
が
自
ら
出
川

し
、
そ
の
場
に
お
い
て
出
す

こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
罰
川
を

も
っ
て
余
卍
さ
れ
ま
す
。

町
の
人
が
寄
附
を
求
め
る

こ
と
は
で
き
ま
す
か

有
権
者
が
、
威
迫
し
て
、
あ
る

い
は
政
治
家
を
お
と
し
い
れ
る
目

的
で
寄
附
を
求
め
る
と
処
罰
さ
れ

ま
す
。

※
「
威
迫
」と
は
、「
人
に
不
安
の
念

を
抱
か
せ
る
に
足
り
る
行
為
」
を
い

い
ま
す
。

Q Ⅳ

町
内
会
の
役
員
か
町
内
の
人

た
ち
令
員
に
お
祭
り
の
寄
附

を
募
る
場
今
、
町
内
の
政
冷
家
に
対

し
て
も
寄
附
を
求
め
る
こ
と
は
で
き

ま
す
か
。

A Ⅳ

で
き
ま
せ
ん
。
政
治
家
を
威

迫
し
て
寄
附
を
水
め
た
場
合

は
処
罰
さ
れ
ま
す
。

Q Ⅴ

企
費
制
の
忘
年
仝
や
新
乍
企

へ
政
柚
家
の
出
席
を
依
頼

し
、
会
町
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま

す
か
。

A Ⅴ

政
治
家
本
人
か
自
ら
出
席

し
、
飲
食
す
れ
ば
会
費
等
の

(次
頁
に
続
く
↑
)

(
前
頁
の
続
き
↓
)

支
払
い
は
債
務
の
履
行
に
あ
た
り
、

企
叫
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
特
別
会
叫
な
ど
、
他
の

。

般
参
加
行
と
比
べ
多
額
の
支
払
を
ず

る
鵬
は
寄
附
に
あ
た
る
と
考
え
ら
扛

ま
す
。あ

い
さ
つ
状
は

出
せ
ま
す
か

政
治
家
は
、
年
賀
状
等
の
あ
い
さ

つ
状
を
出
す
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
ま

す
。

避
十
区
内
に
あ
る
者
に
紂
し
、
答

礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も
の
を
除

き
。
年
賀
状
、
暑
中
見
舞
状
な
ど
の

時
限
の
あ
い
さ
つ
状
を
出
す
こ
と
は

禁
1
さ
れ
ま
す
。

Q Ⅵ

答
礼
の
た
め
匸
叩
刷
し
た
年

賀
状
に
政
冷
家
か
署
名
し
た

も
の
を
選
挙
区
内
の
人
に
出
せ
ま
す

か
。

A Ⅵ

印
刷
し
た
あ
い
さ
つ
状
は
自

筆
に
よ
る
も
の
と
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
の
で
、
川
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

Q Ⅶ

は
が
き
で
議
会
報
汽
を
す
る

際
、
時
候
の
あ
い
さ
つ
(
例
・

寒
中
見
舞
い
申
し
L
げ
ま
す
)
を
書

く
こ
と
も
禁
n
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

A Ⅶ

は
が
き
の
内
容
か
、
議
会
輜

占
に
時
吠
の
あ
い
さ
つ
を
付

け
川
え
た
糾
暖
の
も
の
で
あ
れ
ば
、

禁
1
さ
れ
る
叶
候
の
あ
い
さ
つ
状
に

あ
た
ら
な
い
と
ぢ
え
ら
れ
ま
す
。

新
聞
な
ど
に
あ
い
さ
つ
広

告
を
出
せ
ま
す
か

政
治
家
や
後
援
会
が
、
有
料
の
あ

い
さ
つ
広
告
を
出
す
と
処
罰
は
さ

れ
ま
す
。

※

政
治
家
や
後
援
団
体
に
対
し
、

あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料
広
告

を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
威
迫
し
て
求
め
る
と
処
罰
さ
れ

ま
す
。

Q
Ⅷ

政
冶
家
が
自
ら
喪
・
h
と
な
っ

た
場
合
、
仝
邨
御
礼
の
広
告

を
有
糾
で
記
他
で
き
ま
す
か
。

A
Ⅷ

仝
葬
御
礼
の
広
告
は
、
あ
い

さ
つ
を
目
的
と
す
る
広
吉
に

あ
た
り
ま
す
の
で
、
罰
川
を
も
っ
て

禁
直
さ
れ
ま
す

。

後
援
会
は
寄
附
を
し
て
も

い
い
の
で
す
か

後
援
会
が
花
輪
、
香
典
、
祝
儀
な

ど
を
出
す
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

Q Ⅸ

後
援
会
か
選
挙
匯
内
の
名
の

家
の
新
築
脱
い
を
出
す
こ
と

は
で
き
ま
す
か
。

A Ⅸ

町
築
呪
い
は
。「
睨
儀
」と
し

て
寄
附
に
あ
た
り
ま
す
の
で

川
則
を
ら
っ
て
禁
d
さ
れ
ま
す
。
Ⅸ

Q Ⅹ

後
援
仝
は
、
そ
の
仝
員
で

あ
っ
て
も
、
化
輪
や
再
典
を

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
。

A Ⅹ

選
挙
卜
内
に
あ
る
占
に
対
し

て
は
、
罰
川
を
も
り
て
禁
止

さ
れ
ま
す
。

Q X I

後
援
企
が
川
内
の
七
人
ク
ラ

ブ
の
バ
ス
旅
行
に
際
し
、
そ

の
老
人
ク
ラ
ブ
に
せ
ん
川
を
哨
る
こ

と
は
で
き
ま
す
か
。

A XI

せ
ん
別
を
贈
る
こ
と
は
、
一

般
に
そ
の
後
援
登
の
設
尽
卜

的
に
よ
り
行
う
行
嘔
ま
た
は
嘔
業
に

閥
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
罰

川
を
も
っ
て
禁
山
さ
れ
ま
す
。

「
贈
ら
な
い
・
求
め
な
い
・

受
け
と
ら
な
い
」
の
ル
ー
ル

を
守
り
ま
し
ょ
う
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東

京 都 知 事 選 挙
投 票 日

4
月/ 7
日

午 前7 時 ～ 午 後6 時

《足立区で投票できる人》投票できる人は選挙権があり、かつ、足立区の

選挙人名簿に登録されていることが必要です。

昭
和
4
6年
4
月
8
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人

平
成
2
年
1
2月
1
7日
ま

で
に
足
立
区
に
住
民
登

録
を
し
て
い
る
人

日本国民 年齢満20歳以上 足立区に住民票がある 投票できます

足立区から都内へ転出
平成2 年12月7 日以降に足立区から都内へ転出した方
は、新住所地の証明書( 住民票の写し等) が必要です。

●
足
立
区
で
投
票
で
き
る
方

今
回
の
東
京
都
知
事
選
挙
で
、
足
立
区
で
投
票
で

き
る
方
は
、
日
本
国
民
で
、
年
齢
満
2
0歳
以
上
(
昭

和
4
6年
4
月
8
口‥以
前
に
生
ま
れ
た
方
)
で
あ
り
、

足
だ
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
に
は
。
足
立
区
に
住

み
始
め
て
か
ら
基
準
日
(
3
月
1
7日
)
ま
で
に
、3
ヵ

月
以
上
た
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
平

成
2
年
1
2月
1
7日
ま
で
に
足
皿
区
に
住
民
び
。録
を
し

て
い
る
方
が
、
投
票
で
き
ま
す
。

●
足
立
区
に
転
入
し
た
方

平
成
2
年
1
2月
1
8日
以
降
に
。
足
な
区
へ
転
入
屈

を
し
た
方
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
た
め
に

必
要
な
住
所
要
件
(
基
準
日
の
3
月
1
7日
ま
で
に
3

ヵ
月
以
L
住
ん
で
い
る
こ
と
)
が
満
た
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、足
立
区
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
東
京
都
内
か
ら
直
接
足
伉
区
に
転
人
し
た

方
で
、
前
住
所
地
の
選
挙
人
名
簿
に
ひ
録
さ
れ
て
い

れ
ば
、
前
住
所
地
で
投
票
で
き
ま
す
。

そ
の
際
は
、
前
も
っ
て
足
立
区
の
区
民
事
務
所
で

申
請
に
よ
り
無
料
交
付
さ
れ
る
証
明
書
(
住
民
票
の

写
し
等
)
を
持
っ
て
前
住
所
地
の
投
票
所
で
投
票
し

て
く
だ
さ
い
。

※
投
票
日
肖
日
は
、
北
千
仕
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
・

東
綾
瀬

。竹
の
塚
・
梅
田
・
内
新
井
の
各
区
民
事
務

所
が
対
応
し
ま
す
。

●
足
立
区
内
で
転
居
し
た
方

選
挙
人
名
簿
に
ひ
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成
3

年
3
月
6
日
以
前
に
転
居
の
届
出
を
し
た
方
は
、
新

住
所
地
の
投
票
所
で
投
票
で
き
ま
す
が
、
平
成
3
年
3

月
7
日
以
降
に
転
居
の
届
出
を
し
た
方
は
、
旧
住

所
地
の
投
票
所
で
投
票
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

(ご
注
意
く
だ
さ
い
。)

●
足
立
区
か
ら
転
出
し
た
方

今
回
の
選
挙
で
は
、
平
成
2
年
1
2月
6
日
以
前
に

足
立
区
外
へ
転
出
し
た
方
、
お
よ
び
、
4
月
7
日
の

投
票
日
以
前
に
東
京
都
外
へ
転
出
し
た
方
は
、
足
尓

区
で
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
平
成
2
年
卩一
月
7
日
以
降
、
足
立
区
か
ら

東
京
都
内
へ
転
出
し
た
方
(
た
だ
し
、
区
市
町
村
単

位
―
回
の
移
動
に
限
る
)
で
、
投
票
日
当
日
ま
で
足

伉
匯
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、
足
立

匯
で
投
票
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
引
き
続
き
東
京
都
内
に
住
ん
で
い
る

こ
と
の
証
明
書
(
新
住
所
地
の
住
民
票
の
写
し
等
)

が
必
要
で
す
。

東京都知事選挙
足立区議会議員選挙 の投票日に、投票所へ行けない方や身体が不自由な方へ

事
前
に
で
き
ま
す
●
不
在
者
投
票

投
票
は
。
原
則
と
し
て
、
本
人
が
投
票
日
に
投
票

所
で
行
う
も
の
で
す
が
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
、
投

票
日
肖
日
投
票
所
へ
行
け
な
い
場
合
は
。
不
在
者
投

票
が
で
き
ま
す
。

●
投
票
日
に
、
投
票
区
の
区
域
外
で
職
務
や
業
務
に

従
嘔
す
る
方

●
投
票
日
に
区
外
へ
旅
行
中
・
滞
在
中
の
方
。

●
病
気
・
妊
娠
・
身
体
の
障
害
等
の
た
め
、
投
票
日

当
口
に
歩
く
こ
と
が
困
難
な
方
。

●
足
立
区
か
ら
転
出
し
た
方
で
足
立
区
に
投
票
資
格

の
あ
る
方
。

▼
不
在
者
投
票
の
方
法

《
窓
口
で
卞
る
不
在
者
投
票
)

印
鑑
と
入
場
整
理
券
(
届
い
て
い
る
場
合
)
を
持
　

参
し
て
く
だ
さ
い
。不
在
に
な
る
理
由
を
舎
類
に
　
y

一
人
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
東
京
都
知
卜
選
乍
の
場
合
で
束
衣
都
内
へ
転
出
し

た
方
は
、引
き
続
き
東
京
都
内
に
仕
ん
で
い
る
こ
と
の

証
明
書
(
新
住
所
地
の
住
民
票
の
写
し
等
)
が
必
要
で

す
。

受
付
場
所
(
区
役
所
庁
`
‥
2
ヵ
所
)

○
本
庁
舎
(千
佳
)
3
階

選
挙
管
叩
委
員
会

○
巾
丸
本
町
庁
舎
3
階

三
〇
一
会
議
室

受
付
期
間

東
京
都
知
事
選
挙

4
月
6
日
由
ま
で

(現
在
受
付
中
)

足
仗
区
議
会
議
員
選
挙

4
月
1
4日
闘
I

4
月
2
0日
出
ま
で

た
だ
し
、
中
央
本
町

庁
舎
で
の
受
け
付
け
期

間
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。ご
注
意
く
だ
さ
い
。

東
京
都
知
事
選
挙

4
月
2
日
～
6
日

足
立
区
議
会
議
員
選
挙
　

4
月
1
6
日
～
2
0
日

(両
選
挙
共
5
日
間
の

み
)

※
土
曜
日
・
日
曜
日
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

受
付
時
間

《
選
挙
運
動
が
で
き
な
い
人
》

午
前
8
時
3
0分
～
午
後
5
時

《
指
定
病
院
で
の
不
在
者
投
票
》

病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
等
に
・人
院
・
入
所
さ
れ
て
い
る
方

で
。そ
の
施
設
が
不
在
者
投
票
の
指
定
施
設
(
足
仇
区
内

の
指
定
施
設
は
左
表
参
照
)
に
な
っ
て
い
れ
ば
、そ
の
病

完
・
琶
入
t
-
ム
句
で
殳
訳
ず
る
こ
と
も
で
き
ま
ヤ
。

《
滞
在
地
で
の
不
在
者
投
票
》

長
期
間
出
張
等
で
、
不
在
者
投
票
期
間
に
窓
口
に

来
ら
れ
な
い
方
は
。
帯
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会
で

不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

投
票
川
紙
等
の
請
求
方
法
は
選
挙
管
理
委
員
会
へ

u
r
め
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

公職選挙法では選挙の公正な執行を確保するため、次の人については、
選挙運動が禁止されています。

なお、公務員( 教育公務員を含む) は、他の法律でも制限を受けます。

足 立 区 で 不 在 者 投 票 の で き る 指 定 病 院( 老 人 ホ ー ム) 　

●
郵
便
(
在
宅
)
投
票

身
体
に
亟
度
の
障
害
が
あ
り
、
投
票
所
へ
行
く
の

か
困
難
な
方
が
自
宅
で
投
票
で
き
る
制
度
で
す
。
(た

だ
し
、
自
分
自
身
で
字
が
隶‥け
る
方
)

《
郵
便
投
票
が
で
き
る
方
》

●
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
ち
、
両
下
肢
・
体
幹

。移

動
機
能
の
障
害
の
程
度
が
1
級
・
2
級
の
方
。ま
た

は
、
心
臓
・
し
ん
膿
・
直
腸
・
小
腸
・
ぼ
う
こ
う
・

呼
吸
器
の
障
害
の
程
度
か
1
級
・
3
級
の
方
。

●
戦
傷
病
者
手
帳
を
持
ち
、両
下
肢
・
体
幹
の
障
害
の
程

度
が
特
別
項
症
か
ら
第
2
項
症
ま
で
の
方
。ま
た
は
、心

臓
・
じ
ん
臓
・
直
腸
・
小
腸
・
ぽ
う
こ
う
・
呼
吸
器
の
障

害
の
程
度
か
特
別
項
症
か
ら
第
3
項
症
ま
で
の
方
。

《
郵
便
投
票
の
方
法
》

投
票
に
は
、
郵
便
投
票
証
明
書
が
必
要
で
す
。
郵

便
投
票
証
明
書
を
お
持
ち
の
方
は
。投
票
日
の
4
日

前
(
知
事
選
・
4
月
3
H
、区
議
選
・
4
月
1
7
日
)

の
午
後
5
時
ま
で
に
請
求
蚩
‥
を
選
挙
管
理
委
員
会
へ

送
っ
て
く
だ
さ
い
。


